
３年生大阪校外学習実施に向けて
参加確認書の提出に係る事前説明



新型コロナウィルス感染予防に係る
三木市教育委員会の方針

～校外学習開催時において～

（１）兵庫県に「緊急事態宣言」が発令されている期間は、延期もしくは

中止とする。

（２）兵庫県に「まん延防止等措置実施区域指定」が発令されている期間は、

感染対策などを十分に確認したうえで、感染リスクが可能な限り低減でき

る場合は、実施できるものとする。

（３） 「緊急事態措置実施区域」及び県外の「まん延防止等措置実施区域

指定」、「都道府県が独自の行動制限を伴う措置を実施している区

域」での活動は実施できないものとする。



と、なっています。

従って１０月１４日現在では校外学習を実施することができます。校外学習を実施
するには兵庫県内の緊急事態宣言が発令されておらず、大阪府内のまん延防止
等重点措置も発令されていない必要があります。

校外学習を実施するにあたり、保護者様の同意をいただきます。

可能な限り感染対策をし、予防に努めます。

詳しい対策については次のスライド以降で説明していきます。

最後まで確認していただき、参加確認書の提出をお願いします。



兵庫県に緊急事態宣言が出ておらず、大阪府にまん延防止措置が出ていない場合

日時 令和４年１１月１６日（水）

場所 大阪府大阪市内

目的

・大阪での班別行動学習を通して、普段と異なる環境のもと小集団で活動すると
きのきまりや公衆道徳を学び、体験を積む。また、交通機関を利用し、見学場所を
自分達で選択し、計画を立て、その計画を実行する力を養う。

・集団で行動していることを自覚させるために、各自がルールを理解し、決められ
たルールを守る自己規律の力を育む

・笑育の集大成として、人を笑わせるプロの技を見ることにより、知識として持って
いる表現力や創造力について笑いの文化を体験する。



日程
令和４年 １１月１６日（水）
８：００ 学校集合（体育館）
８：３０ 学校出発
１０：００なんばグランド花月到着
1１：00 吉本新喜劇鑑賞
１３：３０ 班別行動開始 計画に基づき行動

※昼食は班ごと

１６：３０ 班別行動終了 大阪城公園集合完了
１６：４０ バス駐車場出発
１８：００ 学校到着、解散式
１８：２０ 解散

・飲食は密にならない場所を選んでする。
・感染対策がされている店
・食べ歩きはしない。
・テイクアウトする場合でも、感染対策が十分に取られ
ていない店は避ける。



持ち物
・生徒手帳
・しおり
・かばん（両手があくもの）
・エチケット用品（ハンカチ、ティッシュペーパー）
・筆記用具
・班活動費（交通費、施設見学料、昼食等で5０００円以内）
・弁当、水筒（必要な者）
・エチケット袋
・常備薬（必要な者）
・タオル
・消毒液、除菌シート
・腕時計（班に一個以上）
・雨具
・スマートフォン（学校で班に１台用意）



☞ 感染予防対策

《 全行程を通して 》

・日常から検温を含む健康管理とその記録をする。

・当日、微熱やだるさなど体調の異常を感じたものは参加を回避する。

・密閉、密集、密接を避けた行動をする。

・常時、マスクを着用する。

・各班で消毒液を持参し、設置された消毒液もできるだけ使用する。

《 貸切バス乗車時 》

・可能な限り座席間を空ける。

・会話は慎む。



《 班行動時 》

・班員ともできるだけ密接をせずに移動する。

・一般の人と社会的距離をとることを心がける。

・交通機関、施設、店舗への入室、退室時には手指の消毒をする。

・できるだけ座席の間隔をとって着席する。

・展示物等への接触はできるだけ控えるようにする。

・感染対策が取られている飲食店で食事する。

・飲食は密を避けた場所でする。食べ歩きはしない。

・以下のような場合は予定した交通機関、施設、店舗であっても変更する。

ア 消毒液が置かれていない

イ 感染防止用シールドの設置がされていない

ウ 社会的距離がとれないほど混雑している時

エ 座席が密集している

・施設、店舗への入場に時間がかかりそうであれば、予定を変更する。



《 班行動でのバス、電車乗車時 》

・可能な限り座席間を空ける。

・会話は慎む。

・計画していた時間の乗り物が混雑している場合は１本遅らせる。



１１月１６日（水）に実施できない場合

•感染が再拡大し、大阪府にまん延防止措置以上の措置が出てい
る場合

•兵庫県に緊急事態宣言が発令された場合

これらの場合は、今年度の校外学習は中止になります。



参加確認書の提出について

•参加確認書に記入をいただき、提出をお願いします。

•１１月１日（火）を締め切りとします。


